
会議名 第４回教育委員会定例会議事要録 

◇ 詳細―教育委員会教育総務課 電話０３－３９８１－１１４１ 

 

附属機関又は 

会議体の名称 

教育委員会定例会 

事務局（担当課） 教育委員会教育総務課 

開催日時 平成１８年４月１１日 午後２時３０分 

開催場所 教育委員会室 

委員 中島 章皓（委員長）、月岡 透（委員長職務代理者）、 

松木 正一、三神 和子、日髙 芳一（教育長） 

その他 教育委員会事務局次長、教育委員会教育総務課長、 

学校運営課長、教育改革推進課長、教育指導課長、 

中央図書館長、統括指導主事 

出席者 

事務局 教育委員会教育総務課庶務係長、教育委員会教育総務課庶務係

主査、 

公開の可否 公開  傍聴人数 １人 

非公開・一部公開の

場合は、その理由 
 

会議次第 １．報告事項 非常勤職員新任・再任及び退任者について 

２．報告事項 豊島区体育指導委員新任・再任及び退任者につい

て 
３．第２３号議案 豊島区教育委員会訓令前行署名式の一部を改

正する訓令について 

４．報告事項 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する

規則の一部改正について 

５．報告事項 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部改

正について 

６．報告事項 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改

正について 

７．報告事項 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正

について 

８．報告事項 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部改正について 

９．報告事項 平成１７年度教育委員会後援名義使用の承認状況

（第４四半期）について 

１０．報告事項 平成１８年度４月１日現在児童・生徒数および

学級数について 

１１．報告事項第 平成１８年度区立幼稚園、小中学校行事一覧

について 

１２．報告事項 平成１８年度教職員の異動について 

１３．報告事項 主幹の配置について 

１４．報告事項 必置主任の報告について 

１５．報告事項 区立中学校少人数指導事業講師配置状況につい

て 

１６．報告事項 第５回としまタウンミーティング（巣鴨小学

校）実施状況 
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審議経過 

 

委員長） 

第４回教育委員会定例会を始めます。本日の署名は月岡委員と三神委員にお願いいたし

ます。傍聴の申込があります。よろしいでしょうか。 

（委員 異議なし） 

委員長） 

 説明の都合で報告事項第１号と報告事項第２号を先に審議したいと思います。 

 

（１）報告事項第１号 非常勤職員新任・再任及び退任者について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

（２）報告事項第２号 豊島区体育指導委員新任・再任及び退任者について 

＜学習・スポーツ課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問お願いします。 

委員） 

 年齢制限の例外は要綱で定めるのですか｡ 

教育総務課長） 

 明確に定められているものは要綱で定めたいと考えています。 

委員） 

 要綱は規則の下位にある規範なので、規則に定められているものに例外を設けるのであ

れば、規則の中に要綱に委任するという条項を入れるべきではないでしょうか｡慎重に進

めてください。 

委員） 

 体育指導委員が実際に指導することがあるのでしょうか｡ 

学習・スポーツ課長） 

 中学校地域に作っている３つのスポーツクラブでは技術的な指導をすることがあります｡

また、ことぶきの家に派遣を依頼されて行ったときにも技術的な指導をしています｡障害

者のスポーツレクリエーションなどで補助的な指導をすることもあります｡ 

委員） 

 非常勤職員のほとんどが有資格者ですが、体育指導委員は有資格者ではありません｡や

はり資格が必要だと思います。豊島区として将来的に体育指導委員に資格を付与する考え

はありますか｡ 

学習・スポーツ課長） 

 体育指導委員の仕事を包含する新たな指導者の規則を制定する予定があります｡資格に

ついても検討します｡ 

委員長） 
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 他はよろしいでしょうか｡                （委員 報告事項了承） 

 

（３）第２３号議案 豊島区教育委員会訓令前行署名式の一部を改正する訓令について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問お願いします。よろしいでしょうか｡                  

（委員 異議なし） 

 

（４）報告事項第３号 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部改正

について 

（５）報告事項第４号 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部改正について 

（６）報告事項第５号 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問お願いします。 

委員） 

 給料表を使って説明してもらうとわかりやすかったと思います。改正の目的を説明して

ください｡ 

教育総務課長） 

 幼稚園教育職員の給料表がまだ手に入っていません。手に入りましたらお配りします。

改正の目的は、１７年１０月特別区人事委員会勧告を受けて規定の整備をするものです｡

民間企業との給与格差がマイナスになっており、期末手当、勤勉手当を引き下げることと

評価制度を給与に反映させることが不可欠であるという勧告のポイントを受けての改正で

す｡ 

委員） 

 勤務成績の評価はだれがするのですか｡ 

教育指導課長） 

 園長が一次評定者、人事担当部長が二次評定者、教育長が三次評定者です｡細かい観点

別の評価表があります｡ 

次長） 

 評価の時期に人事考課表をお示しします｡ 

教育長） 

 自分で目標をたて、管理者が評価することでいい教員が育ちます。人材育成が目的です。 

委員長） 

他には、よろしいでしょうか。 

（委員 報告事項了承） 
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(７) 報告事項第６号 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご質問等ありますか。 

委員） 

 義務教育等教員特別手当とはどういう手当ですか｡ 

教育総務課長） 

 手元に資料がないので次回報告します。 

委員長） 

 他はよろしいでしょうか。 

（委員 報告事項了承） 

 

（８）報告事項第７号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部改正について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問をお願いします｡ 

委員） 

 出産が出産予定日より遅れた場合、産前の休暇がその日数分延びて、産後の休暇は８週

間必ず与えるということですね｡ 

委員長） 

他はよろしいでしょうか｡      

（委員 報告事項了承） 

 

（９）報告事項第８号 平成１７年度教育委員会後援名義使用の承認状況（第４四半期）

について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問をお願いします｡よろしいでしょうか｡ 

                  （委員 報告事項了承） 

 

（１０）報告事項第９号 平成１８年度４月１日現在児童・生徒数および学級数について 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

委員長） 

 ご意見ご質問お願いします。 

委員） 

 学級編成の幅をもたせる制度があったと思いますが、今はどうなっていますか｡ 
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教育総務課長） 

 １年生のとき４１人で２クラスだったものが２年生になるとき４０人になってしまい、

１クラスになる場合でも２クラスを維持できる学級維持制度が現在もあります｡ 

委員長） 

他はよろしいでしょうか｡                （委員 報告事項了承） 

 

（１１）報告事項第１０号 平成１８年度区立幼稚園、小中学校行事一覧について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 いかがでしょうか｡よろしいでしょか｡            

（委員 報告事項了承） 

 

（１２）報告事項第１１号 平成１８年度教職員の異動について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 いかがでしょうか｡よろしいでしょか｡ 

（委員 報告事項了承） 

＜１５分 休憩＞ 

 

（１３）報告事項第１２号 主幹の配置について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

 いかがでしょうか｡ 

委員） 

 数を増やすことよりも、いい人を厳選して主幹にすべきだと思います。 

委員長） 

 他はよろしいでしょうか｡ 

（委員 報告事項了承） 

 

（１４）報告事項第１３号 必置主任の報告について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

ご意見ご質問をお願いします｡よろしいでしょうか｡ 

（委員 報告事項了承） 

 

（１５）報告事項第１４号 区立中学校少人数指導事業講師配置状況について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 
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委員長） 

 ご意見ご質問をお願いします｡ 

委員） 

 講師の持ち時間数を教えてください｡ 

教育指導課長） 

 １日５時間、週５日、年間１７５日です｡４月、３月以外はほぼ毎日学校に来て授業に

係わっています。 

委員） 

 単学級の学校と３クラス、４クラスの学校とでは子どもとの係わり方が違うと思います｡

規模の大きい学校には２人配置するなどの工夫もできるのではないでしょうか｡ 

教育指導課長） 

 校長の経営方針にもよりますが、２校程度のかけもちが可能かということを検討します。 

委員） 

 英語の講師が配置された場合、どのように授業を展開するのですか。 

教育指導課長） 

 都の少人数加配置の場合は２クラスを３クラスに分けて授業をする形になります｡都の

加配置がない場合はチームティーチングや２クラスを３クラスに分けて授業をします｡視

察の機会を設けます。どの教科の教員にするかは校長の経営方針で決まります。 

教育長） 

 都はＴＴから少人数指導へシフトしてきています｡ 

教育指導課長） 

 どの教科もＴＴにはＴＴのいい面があり、都にＴＴ加配も申請していきますが、確かに

ＴＴから少人数指導へという流れがあります｡ 

委員長） 

 他はよろしいでしょうか｡ 

（委員 報告事項了承） 

 

（１６）報告事項第１５号 第５回としまタウンミーティング（巣鴨小学校）実施状況 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

委員長） 

ご意見ご質問をお願いします｡よろしいでしょうか｡ 

（委員 報告事項了承） 

 

（午後５時１５分  閉会） 
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